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居宅介護支援事業所重要事項説明書 

[ 令和8年6月１日現在 ] 

 

1. 当法人の概要 

法人種別・名称  株式会社 カラーズハウス       

所在地・電話   福岡県福岡市東区松島４丁目１番１５号  

０９２－９８１－２０５７ 

代表取締役    徳久 徹也    

事業内容          居宅介護支援・訪問看護・通所介護・訪問介護・住宅型有料老人ホーム・保育園 

 

2. 居宅介護支援事業所の概要 

（1） 居宅介護支援事業所者の指定番号およびサービス提供地域 

事業所名 カラーズケアプランセンター 

所在地 福岡県福岡市東区松島４丁目１番１５号 

事業所の指定番号 居宅介護支援事業  （福岡市 第4070804820号） 

サービスを提供する

実施地域※ 
福岡市・糟屋郡・古賀市 

※ 上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。 

（2） 事業所の職員体制 

   管理者 １名   介護支援専門員  ２名（管理者１名は兼務）          

（3） 営業時間 

月曜日～金曜日・祝日 午前８時半～午後５時３０分まで 

  （土曜・日曜・8月13日～15日・12月3１日～1月3日は休業） 

   上記以外の時間においても、２４時間体制にて電話連絡を受け、対応をいたします。  

ただし、緊急性のない相談内容の場合においては、翌営業日の対応となります。 

 

3. 居宅介護支援申込みからサービス提供までの流れ 

付属別紙２「サービス提供の標準的なながれ」参照 

 

4. 利用料金 

（1） 利用料（ケアプラン作成料） 

介護保険から全額給付されるので自己負担はありません。ただし、保険料の滞納により法定代

理受領ができなくなった場合、１ヶ月につき要介護度に応じて下記の金額を頂きます。 

 

要介護１・２ 要介護３・４・５ 

１１，６２０円 １５，０９７円 

 

【加算・減算】以下の要件を満たす場合、上記の基本利用料に以下の料金が加算・減算されます。 

◇加算 ＊初回加算             ３，２１０円／月 

      ＊入院時情報連携加算（Ⅰ）     ２，６７５円／月 

      ＊入院時情報連携加算（Ⅱ）     ２，１４０円／月 

      ＊退院・退所加算 カンファレンス参加無 １回目 ４，８１５円 

                        ２回目 ６，４２０円 
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             カンファレンス参加有 １回目 ６，４２０円 

                        ２回目 ８，０２５円 

                        ３回目 ９，６３０円 

      ＊通院時情報連携加算                ５３５円／月 

 ＊緊急時等居宅カンファレンス加算        ２，１４０円／月 

 ＊ターミナルケアマネジメント加算        ４，２８０円／月 

  ＊介護職員等処遇改善加算   所定単位数の 1000分の21(2.1%）に相当する 

                           単位数を加算 

 

◇減算 ＊業務継続計画未実施減算 所定単位数の100分の 1に相当する単位数を減算  

 

        ＊高齢者虐待防止措置未実施減算所定 単位数の100分の1に相当する単位数を減算 

・居宅サービス等の利用に向けて介護支援専門員が利用者の退院時等に ケアマ

ネジメント業務を行ったものの利用者の死亡によりサービス利用に至らなかっ

た場合に、モニタリングやサービス担当者会議における検討等必要なケアマネ

ジメント業務や給付管理のための準備が行われ、介護保険サービスが提供され

たものと同等に取り扱うことが適当と認められるケースについて、居宅介護支

援の基本報酬の算定を行います。 

（2） 交通費 

通常の実施地域外は、10km150円（ガソリン代、実費相当額） 

 

（3） 解約料 

利用者はいつでも契約を解約することができ、一切料金はかかりません。 

 

5. 居宅介護支援内容に関する苦情・相談 

（1）当事業所が設置する苦情相談窓口は、次のとおりです。 

【苦情・相談受付窓口担当者】   

管理者 兼 介護支援専門員：財前 美代 

電話番号：０９２－９８３－６３２０（月～金曜日・祝日：午前８時３０分～午後５時３０分） 

      F A X：０９２－９８４－６３２０（２４時間受付） 

ご不明な点は、何でもおたずねください。 

また、担当介護支援専門員の変更を希望される方はお申し出ください。 

 

（2）当事業所以外に、下記の機関にも苦情や相談することができます。 

＊福岡市東区保健福祉センター 福祉・介護保険課 

〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎 2丁目54−1 TEL:092-645-1069  FAX：092-631-2191 

 

＊福岡市博多区保健福祉センター 福祉・介護保険課 

〒812－8514福岡県博多区博多駅前2丁目19-24 TEL:092-419-1081 FAX：092-441-1455 

 

＊福岡市南区保健福祉センター 福祉・介護保険課 

〒815-0032 福岡県南区塩原 3-25-3      TEL:092-559-5125  FAX：092-512-8811 
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＊福岡市城南区保健福祉センター 福祉・介護保険課 

〒814-0192 福岡市城南区鳥飼 6-1-1     TEL: 092-833-4170 FAX：092-822-2133 

＊福岡県広域連合粕屋支部  

〒811-2501 糟屋郡久山町大字久原 3168-1-3F TEL：092-652-3111 FAX：092-652-3106 

 

＊新宮町福祉センター健康福祉課 

〒811-0119 糟屋郡新宮町緑ケ浜 4-3-1   TEL：092-710-8286  FAX：092-710-8287 

 

＊古賀市保健福祉総合センター・サンコスモ古賀保健福祉部  

〒811-3116 福岡県古賀市庄 205        TEL：092-942-1144 FAX：092-942-1156 

 

＊福岡県国民健康保険団体連合会介護保険相談窓口  

〒812－8521福岡県博多区吉塚本町13-47    TEL:092-642-7859  FAX：092-642-7857 

 

6. 緊急時の対応方法 

  緊急時は利用者の家族に連絡し、家族の指示に従います。また、急病等で緊急を要すと判断した場合

は、主治医・家族に連絡して救急車の出動を要請します。 

  

連

絡

先 

連絡順位 氏名 住所 電話番号 携帯電話番号 

１ 
    

２ 
    

３ 
    

 

７． 事故発生時の対応 

 (1) 事故が発生した場合は、利用者に対し、応急措置、医療機関への搬送時の措置を講じるとともに、

速やかに家族及び関係諸機関に事故発生状況及び今後の対応等について報告いたします。 

 (2) 事故等により要介護認定に影響する可能性のある場合には市町村（保険者）に事故の概要を報告

いたします。 

 (3) 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身

体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。 

 (4) 事業者は、自己の責任に帰すべき理由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の

各号に該当する場合には、事業者は賠償責任を免れます。  

   ①契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告げず、

また不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が生じた場合。 

   ②契約者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告

げず、また不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が生じた場合。 

   ③契約者が急激な体調の変化等、事業所の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因

して損害が生じた場合。 

   ④契約者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因し

て損害が発生した場合。 
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８．主治の医師および医療機関等との連絡 

病院等に入院する場合には、退院後の在宅生活への円滑な移行を支援等する為、早期に病院等と情

報共有や連携をする必要があります。その為、担当の居宅介護支援事業者が医療機関に伝わるよ

う、入院時に持参する医療保険証又はお薬手帳等に、当事業所名および担当の介護支援専門員がわ

かるよう、名刺を張り付ける等の対応をお願いいたします。また、入院時には、ご本人またはご家

族から、当事業所名および担当介護支援専門員の名称を伝えて頂きますようお願いいたします。 

 

９．虐待防止に関する事項 

利用者の尊厳の保持や人格の尊重、人権の尊重の観点から、虐待の発生やその再発を防止するため 

の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等の担当者を定め取り組みます。 

 

10．暴言・暴力・ハラスメントに関する事項 

事業所は、利用者や従業者に対する暴言・暴力・ハラスメントの防止のため、 体制整備を行うとと

もに、必要な措置を行うものとする。 

 

11．感染症の予防及びまん延防止のための措置 

感染症の発生や拡大を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修等の担当者を定め取り組み 

ます。 

 

12．業務継続計画の策定 

感染症や災害発生時においても、業務を継続、又は早期に業務再開するための計画を策定し、必要 

な研修及び訓練等の実施に取り組みます。 
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(付属別紙１) 

 

要介護認定前に居宅介護支援の提供が行われる場合の特例事項に関する重要事項説明書 

 

利用者が要介護認定申請後、認定結果がでるまでの間、利用者自身の依頼に基づいて、介護保険による適

切な介護サービスの提供を受けるために、暫定的な居宅サービス計画の作成によりサービス提供を行う

際の説明を行います。 

1. 提供する居宅介護支援について 

・ 利用者が要介護認定までに、居宅介護サービスの提供を希望される場合には、この契約の締結

後迅速に居宅サービス計画を作成し、利用者にとって必要な居宅サービス提供のための支援を

行います。 

・ 居宅サービス計画の作成にあたっては、計画の内容が利用者の認定申請の結果を上回る過剰な

居宅サービスを位置づけることのないよう、配慮しながら計画の作成に努めます。 

・ 作成した居宅サービス計画については、認定後に利用者等の意向を踏まえ、適切な見直しを行

います。 

 

2. 要介護認定後の契約の継続について 

・ 要介護認定後、利用者に対してこの契約の継続について意思確認を行います。このとき、利用

者から当事業所に対してこの契約を解約する旨の申し入れがあった場合には、契約は終了し、

解約料はいただきません。 

・ また、利用者から解約の申入れがない場合には、契約は継続しますが、この付属別紙に定める

内容については終了することとなります。 

 

3. 要介護認定の結果、自立（非該当）または要支援となった場合の利用料について 

要介護認定等の結果、自立（非該当）又は要支援となった場合は、利用料をいただきません。 

 

4. 注意事項 

要介護認定の結果が不明なため、利用者は以下の点にご注意いただく必要があります。 

（1） 要介護認定の結果、自立（非該当）又は要支援となった場合には、認定前に提供され

た居宅介護サービスに関する利用者は、原則的に利用者にご負担いただくことになり

ます。 

（2） 要介護認定の結果、認定前に提供されたサービスの内容が、認定後の区分支給限度額

を上回った場合には、保険給付とならないサービスが生じる可能性があります。この

場合、保険給付されないサービスにかかる費用の全額を利用者においてご負担いただ

くことになります。 
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（付属別紙２） 

 

サービス提供の標準的な流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居宅サービス計画作成等サービス利用申込み 

当社に関すること居宅サービス計画作成の手順、 サービスの内容に関して大切な説

明を行います 

事 業 者 の 選 定        

当社と契約をするかどう

かをお決めいただきます 

居宅サービス計画等に関する契約締結 

※利用者は区役所へ【居宅サービス計画作成依頼届出書】の提出を行っていた

だきます。（提出代行可能） 

ケアマネージャーがお宅を訪問し、利用者の解決すべき課題を把握します 

地域のサービス提供事業者の内容や、料金等をお伝えし、利用するサービスを選ん

でいただきます 

利用者による 

サービスの選択 
提供する居宅サービスに関して、居宅サービス計画の原案を作成します 

計画に沿ってサービスが提供されるようサービス提供事業者等とサービス利用の調

整を行います 

サービス利用に関して

説明を行い、利用者や

ご家族の意見を伺い、

同意をいただきます 

居宅サービス計画に沿って、サービス利用票、サービス提供票の作成を行います 

◆ サ ー ビ ス 利 用 ◆ 

利用者やご家族と毎月連絡をとり、サービスの実施状況の把握を行い、サービス提

供事業者と連絡調整を行います 

毎月の給付管理票の作成を行い、国保連合会に提出します 

利用者の状態について、定期的な再評価を行います。また、提供されるサービスの実

施状況の把握を行います。 

居宅サービス計画の変更を希望される場合、必要に応じて居宅サービス計画の変更

を行います。 
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令和   年   月   日 

 

居宅介護支援の提供開始にあたり、利用者に対して本書面にもとづいて重要な事項を説明しました。 

 

事業者  所在地  福岡県福岡市東区松島４丁目１番１５号 

  名  称  カラーズケアプランセンター 

説明者     財前  美代         ㊞ 

 

 

 

私は、本書面により事業者から居宅介護支援についての重要な事項の説明を受けました。 

 

 

 

 

（利用者） 住 所                     

 

氏 名                      ㊞ 

 

 

（代理人） 住 所                      

 

氏 名                      ㊞ 

   


